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鎖国

National Lsolation 

理事、慶臆大学名誉教授 庭田範秋

歴史上、多くの国々が一時期鎖国をしたことが

あった。中国の清朝も、朝鮮の李王朝も、もとよ

りわが国も徳川幕府も鎖国をした。もともと人間

にも組織でも、みだりに、または不必要に他者と

接触したがらないという本能・本性があるようだ。

このことは分からないでもない。この世のすべて

の人やすべての国がその行動のことごとくで

“善"または“好意的"というわけではないのだか

ら、これと接するのに身構えるのは当然で、その

ことの極が鎖国なのである。

さて、 1994年11月28日のノルウェーの国民投

票でく欧州連合=EU>加盟が否決された。僅差

であったとはいえ加盟反対派が勝利したのであっ

た。これはEUの求心力低下を示すとともに、 EU

の通貨・政治統合や東欧への加盟拡大問題にも痛

打を与えたことであろう。さきにスウェーデン、

フィンランド、オーストリアが国民投票を実施し

てEU加盟を決定し、ここに合計15か国で出発す

ることにはなったものの、ノルウェーの加盟拒否

はなんといっても深刻な影響をもたらすであろ

う。かりに加盟を取り決めたといっても、スウ

ェーデンなども、これまた僅差での賛成なのであ

るから、事態は決して容易でなく、楽観的でない。

各国に多く見られた反対理由は IEU官僚にさし

て国内事情も分からぬままに、国家の重要利益に

関わる問題を勝手に、⑪善的に決められてはたま

らない」であった。

ただし、ノルウェーのEU非加盟はヨーロッパ

Director， Professor Emeritus， Noriaki Niwata 

内での同国の孤立を招き、同国の経済活動を停滞

させるとの心配を醸成してはいる。スウェーデン

の場合も加盟反対派の理由としてノルウェーと同

じものが強かった。 「われわれの豊かな国富が

EUの経済活動を通じ、 EUの経済機構を通して貧

困諸国・低開発国に支援の名のもとに流出・流用

されてしまわないか ?Jは、まことに理のある心

配である。もともとあらゆる場合の鎖国には富の

流出、 富の収奪への警戒がつきものなのである。

ノルウェーにしろスウェーデンにしろ、 豊富な

天然資源に恵まれ、能力と技術において高い水準

にあり、経済拡大でもさして人後に落るものでは

ない。それをEU内の南欧低開発国や今後加入す

るであろう東欧貧困国に分与する理由がどこにあ

ろうか。それに非加盟という一種の鎖国!こよっ

て、自力自立姿勢で十分立国していける否いう自

信も強い。 IEU何するものぞ!Jの気概がそこに

ある。
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「この国際的情報化時代で一国・自国主義的に孤

立を保ち、ゆっくりと、安定的に国を運営してい

くとノルウェーやスウェーデン、それにイギリス

などがいっても、日本を始めとする経済成長至上

主義国の生活向上の実態が国民に知られだして

は、もはや国を聞いて経済努力に狂奔する以外あ

るまいJoIノー、そのくらいの成長力は鎖国体制

のわが国にもあるさ。ただ人間否定の経済趨勢に

は巻き込まれないのさJ。

「養育手当」
-Vardndsbidragー

花園大学社会福祉学部助教授 古橋エツ子

食養育手当の誕生

1994年7月1日、スウェーデンに新しい養育手

当 (Lag(1994 ; 553) on vardnadsbidrag)が

誕生した。この手当新設のきっかけは、 1991年

秋の総選挙で政権を取った保守政党が、①子ども

が小さいうちはできる限り家庭で親による養育を

保障すること、親が養育する方法を自由に選択で

きるようにすべきであること、③保育所の少ない

地域の嫌への公平生を考えることなどを主張し

て、公約したからである。

このとき社民党は、女性の就労との関わりで、

保育所の増設をやめて養育手当を創設しることが

働く母親を家庭に帰すことになり、男女平等を阻

む策略であると批判した。だが、当時のビルト首

相は、働く女性対専業主婦といった討議はもう時

代遅れであり、彼女たち双方ともに子育ては課題

となっているのだから、養育手当が子育てへの選

択の可能性を増やしうると期待しようではないか

と対応している。

新聞社 DagensNyheterが1993年4月に行っ

た「養育手当導入の賛否」に関するアンケートに

よれば、全体の 51%が賛成、 36%が反対、 13%

がわからないと答えている。しかし、年齢別でみ

ると、 20~29歳の女性は 64%が賛成しているの

に対して、 30~39歳の女性は 44%が賛成で、 48

%が反対している。高齢層の女性は、 34%が賛成

と回答しながらも、そのうちの29%が導入をた

めらっていた。 30歳以上の女性に反対が多いの

は、彼女たちは収入£首く、養育手当の必要性が

あまりないからと分析されている。ただし、離別

した女性の大多数は反対している。養育手当の満
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額受給要件が、「家庭での養育」となっていること

がその一因である。

こうした論議を背景に、議会では養育手当新設

が可決されて具体的な作業が進められた。最大の

問題である財源については、育児休暇期間中の所

得補償Dである両親手当の削減と一部廃止、児童

手当の据え置きと多子加算の減額、また、養育手

当の支給にともなう保育所の保育料金の値上げな

どが検討された。

食財源と諸手当との関連

養育手当の財源は、使用者から約85%、国から

約15%拠出される。この拠出比率は、育児休暇

中の所得補償である両親手当給付の財源と同じで

ある。養育手当導入に際してのコストは、 37億ク

ローナと計算されていた。財源を確保するための

方策は、子どものための諸手当の財源を節約する

ことで調整している。

まず養育手当法施行と同時に、第 1の改正とし

て、両親手当450日間の後半90日間 (1日一律60

クローナの保証)を廃止して、多子出産に加算さ

れる両親手当 180日間を90日間に減少した。こ

れで5億クローナを確保している。ついで 1995

年1月1日以降の第2の改正によって、所得の90

%補償をしている両親手当前半360臼閣の両親手

当を80%に減額して 12億クローナを確保する。

なお80%に減額されるのは、 360日間のうち300

日間で、残りの60日聞は各30日間す、つ90%所得

補償のまま「父親の月JI母親の月」とする。父親

の月と母親の月は固定化されており、しかもお互

いに譲渡できないため、かりに父親が自分の30

h 
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日聞を取得しなければ無効となってしまう。固定

化したのは、 1992年以来、平等法;で使用者に「仕

事と親であることの調和」を罰則付きで義務づけ

ていることと関連している。

児童手当は、親の所得に関係なく子ども 1人に

つき年額9，000クローナ(月額750クローナ)が

支給されている。財源は、すべて国庫負担であ

る。新政権後、 1991年の税制改革を実施する代

りに、 1992年7月1日以降は児童手当を子ども 1

人当り月額85クローナ増額することになってい

た。しかし、第一次経済危機克服パッケージ

(1992年9月)の主な目標の一つである歳出の削

減と養育手当新設との関わりで、 1997年まで85

クローナ増額は中止された。これによって、 22億

クローナが確保されることとなる。加えて、養育

手当法の施行と同時に、第5子以降の多子加算率

は、 150%から 100%に減少された。国庫財源は、

5，500クローナの節約ができる。これら諸手当の

一部廃止、削減によって、財源の問題は一応解決

したため、 1994年6月に養育手当法は制定され

fこ。

大養育手当と保育所

養育手当の受給資格要件は、①スウェーデン国

民およびスウェーデンに居住している子どもであ

ること、②子どもまたは両親のいずれかが、少な

くとも過去6カ月間スウェーデンに居住していた

ことである。また「居住していたとみなされる場

合」として、¢親の海外滞在が6ヶ月より長いこ

とが予定されており、子どもも親に同伴する場

合、②スウェーテ、ン教会、宗教団体、類似の組織、

海外業務を遂行する非営利的な組織などに海外で

雇用されている親の海外滞在が3年より長いこと

が予定されており、子どもも親に同伴する場合が

認められている。

養育手当の受給権者は、児童手当法にもとづく

児童手当の受給権者が有する。受給権者は、社会

保険庁に文書による届出をしなければ受給できな

い。届出の文書には、①子どもが保育所に通って

いるか否か、②通っている場合には保育所で過ご

す週当りの時間数、③受給権者と証明できるこ

と、④届出の内容カ繕と良心にかけて正しいこ

となどを記述しなければならない。養育手当の権

利は、譲渡することも、また、借金のために差し

押えることもできない。受給期間は、子どもが1

歳になった後の月から3歳になる月までで、1カ

月毎に支給され、収入として課税対象となる。

なお、養育手当は、親が家庭で子どもを養育す

ることに対して支給されるため、子どもが保育所

で過ごす時間によって手当の受給額が減少され

る。子どもが保育所に行かない場合は満額の 2，

000クローナ、保育所で過ごす時間が15時間以下

の場合は1，350クローナ、週 16時聞から 30時間

未満の場合は700クローナ、週30時間以上の場合

は支給されない。

1993年以降、養育手当の受給と保育所で過ご

す時間との関連で、一足早く保育所で過ごす時間

別の保育料が実施されている。たとえば、ストッ

クホルムの保育所では、かつて料金表は一つLカγ

なかったが、保育所で過ごす時間によって、①I

日7時間以上の場合は全日出席としで 100%の保

育料、②1日6-7時間未満の場合は80%出席と

して80%の保育料、③1日6時間以下の場合は70

%出席として70%の保育料、④1日3時間出席の

場合は月額400クローナの4通りとなった。ちな

みに、 7月の保育料は無料である。

犬養育手当廃止の法案

施行されて6カ月目の養育手当は、 9月の総選

挙で社民党が政権に復帰したことによって、廃止

のための法案か議会に提出されている。現政府に

よれば、①養育手当は「子育てへの自由な選択肢」

となっていないこと、②一人親家庭や共働きでな

ければ生活できない家庭にとって、月額約1，600

クローナの手当では所得保障にならないこと、③

手当の新設によって、男性が高賃金を得ている家

庭ではどうしても女性が家庭にとどまる可能性が

高くなること、④養育手当は、傷病手当もしくは

年金の査定対象所得にならないことなどを理由に

廃止が主張されている。

具体的にほ、養育手当の廃止は1995年1月1日

に施行し、同時に、廃止されていた両親手当の後

半90日間を再導入することになっている。ただ

し、養育手当を選択した親に対しては、満額2，

000クローナの養育手当を受給する場合には 1カ

月毎に後半90日間の両親手当のなかから 30日間

分を差し引き、 1，360クローナの養育手当を受給

している場合は 20日間分の両親手当を、また、

3 



700クローナの養育手当を受給している場合は 10

日間分の両親手当を差し引くことにしている。い

わゆる譲渡できない「父親の月」は保持される。

なお、養育手当の廃止によって、国庫は37億ク

ローナの節約ができる。その反面、 90日間の両親

手当の再導入による 5億クローナの国庫支出と、

手当廃止によるコミューンの9億クローナの税収

減による国庫調整が必要となる。その結果、国

は、差し引き 23億クローナの節約ができる。

養育手当は、たった6カ月間で終りそうである。

女Proposition1993/94: 11， 1993/94: 147，“Delad makt -delatansvar， " 1993/94 : 148， 

“V ardnadsbidrag". 

大S0U1994: 46，“Sambandet mellan sar吐lallsekonomi，transfereringar och socialbidrag". 

食Ds1993: 77， 1993: 78， 1994: 12，“Vissa fragor rorande foraldrapenning och tillfallig 

foraldrapennig" . 

女 FranRiksdag & Departement 1991 : 5， 1993: 34， 1994Nr， 2'"-4，8，14，19，21，23，35. 

*飯野靖四「財政と租税制度」岡津・奥島編 Iスウェーテ、ンの経済』早稲田大学出版部、 1994年.

大古橋エツ子「スウェーデンの養育手当」週刊社会保障第 1812号、 1994年 10月.

ディズニーは暴力的か?
Are Disney -films violent for children ? 

スウェーデンのテレビから「子供にとって良くな

い暴力的な番組」が追放されつつある。

事の起こりは 10月半ばにスウェーデンと国境

を接するノルウェーの山村で、幼児が遊び仲間に

殴られて意識を失いそのまま凍死してしまった事

件であった。就学前の男の子2人が同い年の女の

子を殴ったのだ。彼らの行為はテレビの暴力場面

を見ていた事によって引き起こされたというので

ある。

丁度その頃テレどでは「パワー・レンジャーjと

いう日本製の番組が放映され始めて人気を博して

いた。パワー・レンジャーというのは日本の「カ

クレンジャーJ(ジュウレンジャーだったかな?)

という 5人の戦士が妖怪を倒すというたわいもな

い勧善懲悪の子供番組を、アメリカのティーン・

エイジャーを主人公に焼き直したもので、アメリ

カではタートルズ(忍者カメ)にとってかわるち

ょっと変なヒーローとして超人気だったものだ。

おもちゃやにはパワーレンジャーのロボットが並

び、洋服屋にはパワーレンジャーの絵が着いたト

レーナーなどがではl(~た矢先だった。確かにビ
ュンビ、ュン悪者はやっつけられるし、足蹴り、万、

殺人ビームが飛び交うなど、少し「程度の低い」

4 

，、=
去貝 三瓶恵子

Ms. Keiko Kjellsson -Sampei 

娯楽映画だと思ってはいたが、放送禁止にするほ

どだとは思わなかった。私の息子たちを始め、息

子の友人たちも毎夕6時から30分放映される「パ

ワーレンジャー」を楽しみにしていた。それが突

然テレビから姿を消したのである。

パワー・レンジャーが姿を消してから2週間後、

ディズニー・プロダクションのテレビ映画「ダー

クウイング・ダック」が同じ理由で放映されなく

なった。 ドナノレド・ダックに似たちょっとヌケた

アヒルの主人公がピストルで悪者をやっつけると

いうものだ。パワー・レンジャーはどうでもいい

けど、ディズニー映画は絵が締麗だし、別に暴力

的だとは思っていなかったので、スウェーデン社

会の「神経質さ」を改めて見せ付けられた思いだ。

私の長男 (1年生)は学校で先生から説明があっ

たといって、渋々納得したようだが、パワー・レ

ンジャーもダークウイング・ダックも大好きだっ

た次男 (3歳半)は今でも金曜日のディズニー・タ

イムが始まる度になんでダークウイング・ダック

がなくなったのかと聞く。

マス・メテ'ィアではとくに夕刊紙のエクスプレ

ッセン紙を中心に 「暴力番組」追放のキャンペー

ンが行われている。
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テレビ、やマンガの「暴力J場面が子供に与える

影響は確かにあると思う。ウチの息子たちも番組

の後、鼻息荒くレスリングをしたりしているか

ら。でも「野蛮な」日本人ママとしては、ディズ

ニー映画まで追放するのはちょっと神経質すぎる

のではないかなあと感じもする。

野蛮といえば日本の「サムライ映画」は野蛮の

さいたるものと受け取られているようで、黒沢映

画などがテレビで放映されるときは 22時とか、

23時とか、非常に遅い時間に回され、しかも番組

の前に「暴力的な場面が含まれている」と警告が

発せられる。

なんでこんなに「暴力」に対して神経質なんだ

ろう、と思ったりもするが、考えてみれば、もち

ろん「暴力」を許容するのは良くない。人種差別

も女性蔑視も一種の「暴力」によるものだ。スウ

ェーデンでは子供に体罰を課すと、課した大人の

ほうが罰せられる。これは「体罰禁止法」 という

のがあるのではなくて、他人に暴力を加えてはい

けないという刑法の規定が、子供を対象とした場

合にも適用されるのである。

スウェーデン社会の良いところはこの「どんな

形の暴力も許さない」という確固たる姿勢に支え

られているのかもしれない。

北スウェーデンの福祉事情

~過疎地の高齢者サービス~

Aldreomsorg i glesbygdskommun 

本大きな面積に、わずかな人口

この9月、スウェーデン北部の自治体を視察し

て回った。スウェーデンでは8割近くの国民が中

部から南部にかけて住んでおり、ラップランドを

含む北部の人口が極めて少ない。そのような過疎

地で、どのような高齢者福祉が行われているの

か、南部の自治体と同レベルの福祉サービスが提

供されているのか、それを確かめることが今回の

調査の大きな目的だった。

ストルーマン市は、スウェーデン北部にあり、

. ノルウェーとの国境沿いに位置する。面積は

7485平方キロメートルで、なんと東京都、神奈川

県、埼玉県をあわせた大きさだ。ノルウェ一国境

にあたる最東端から最西端までは約300キロもあ

ることからも、いかに広い自治体かがわかる。一

方、人口は7735人で、285市中で254番目という

少なさ。スウェーデンの典型的な過疎地の自治体

だ。 高齢化率は20%で、全国平均より高い。

ストルーマン市はストルーマン町とテネビイ町

という 2つの町を中心にその周辺集落が合併して

できた市であるィ合併の結果、人口はなんとか一

万人弱になったものr&--:こんなに大きな面積の自

治体に志ってしまっfこ。

スウェーデンの女性の就業率は約80%にのぼ

大阪外国語大学講師 斉藤弥生

Ms. Yayoi Saito 

るが、北部の過疎地ではこの数字は低い。過疎地

域では、女性にとって市や県の公務員が唯一の安

定した職場となっている。しかし、ホームへル

ノfーなどの高齢者福祉の現場職員でも週に数回、

一日に数時間というノ守一トタイム労働がほとんど

であり、フルタイムの仕事はまれである。スウ

エアデ、ン北部の自治体では、女性や若者が仕事を

求めて都会へでていき、過疎な深刻な問題だ。

牢過疎地でも福祉サービスは都市並み

グン・ソデルストロムさん (81歳)をたずねた。

彼女はストルーマン市でも人口が100人しかいな

いグランチャン集落に住んでいる。

グンさんlま視力が非常に弱く 、部屋のなかでも

つえがなくては歩けない。それでも、グンさんは

一人暮らしをしている。 2人の息子たちは首都ス

トックホルムに住んでいる。

部屋の中には、たくさんの刺繍のかべかけが飾

られていた。「どうして、こんなにすてきな壁か

けが」と思っていると、グンさんはつぎつぎと一

人暮らしのための必需品を出してきた。

まずひとつめは、机に備えつけられた卓上の大

きなレンズ。このレンズがあれば、本が読める

し、細かい刺繍もできる。
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2つめに、音声新聞(タールテイドニング)。音

声新聞とは、新聞の朗読を吹き込んだテープだ。

グンさんには、毎白、音声新聞が無料で届けられ

ているので、これほど都会から離れた地域にいて

も、情報に取り残されることはない。

3つめは、送迎サービス。グンさんの最近の関

心事は、点字の学習だ。「これから年をとれば、私

の視力はさらに悪くなるでしょう。目がまったく

見えなくなるときのことを考えて、いまから点字

を勉強していますJとグンさん。部屋には、点字

学習の入門書、点字の本、点字を打つタイプライ

ターがあった。グンさんは、月に2回、送迎サー

ビスを利用して、 100キロ離れた町の中心にある

点字教室に通っている。

4つめは、住宅改造。グンさんがころばぬよう

に、歩く箇所にはすべて手すりがつけられてい

る。また、浴室もすぺらないような特別な工夫が

されている。

5つめに、ホームヘルパー。グンさんはほとん

どなんでもひとりでできるのだが、シャワ一、買

い物、掃除、洗濯の手伝いをへルパーにたのんで

いる。週に2回、グンさんを訪れるのはへルパー

のマレーネ・オスカションさん。 2人のへルパー

が、グランチャン集落の7人の高齢者をお世話し

ている。

*ホームヘルパーの走行距離は 1カ月 lCXXlキロ

「高齢者は各地域に散らばって住んでいるから、

ヘルパーには車が不可欠。移動に時間がかかりま

す。一ヶ月に 1000キロ走ることもあります。そ

れでも、 1日3回のサービスを受けている高齢者

もいるほどで、本人か望めば、住み続けた地域で

暮らすことは可能です。ヘノレバーは冬にきつい仕

事です。お年寄りの家で約1時間の仕事をして外

へでると、車の屋根に 1メートルの雪が積もって

いることもよくあります」とマレーネさん。

「残念なことに、このような過疎地域では夜間

のホームヘルプサービスがありません。また、お

年寄りが緊急を知らせるためのアラームシステム

など、スウェーデンの都市部ではあたりまえの

サービスがまだないのです。夜中にトイレにおき

て、その途中で、ころノえた、お年寄りが床の上で発一見

されたこともあります。これがもし、外でおきて

いたら、完全に凍死していたでしょう。それにリ

6 

ハビリができ、近所のお年寄りが集まれるような

デイサービスセンターもありませんJとマレーネ

さんはグランチャン村の高齢者福祉の遅れを指摘

した。しかし、へルパーとて、 真冬の夜中に車で

外出することは、大きな危険だ。

グランチャン村からストルーマン市役所まで

は、車で一時間強の時間がかかる。マレーネさん

は、市の福祉課に出向くことはほとんどない。高

齢者福祉の総責任者である社会福祉部長が2-3

カ月に一度は様子を見にやってくる。 ¥

「私のいつでも一人で仕事をしており、問題が

おきても、私の判断で処理することが多いです。

また、遠方に住んでいる家族から「おばあちゃん

が電話にでないから、ちょっとみてきてほしい」

と連絡があれば、その家をたずねます。私はお世

話をしているお年寄りの家のカギをすべて預かっ

ています」。へルパーは、どこでも高齢者の生活

に大きな安心を与えていることに変わりない。

*高齢者福祉の南北の違い

南部の豊かな都市部の老人ホームとくらべて大

きく違う点を3つ感じた。

一つめに、人口が少ないわりに、施設の規模が

大きい。先にもご紹介したように、町の中心から

はずれたグランチャン村のような過疎地域には

24時間ケアがない。夜間のケアが必要な高齢者

は町の中心部にある高齢者用住宅に移らざるをえ

ない。したがって、 24時間の在宅ケアが整備され

た都市部にくらべて、どうしても施設指向にな

る。

二つめに、建物が質素。これは市の財政事情に

よるのだと思われる。スウェーデン自治省は自治

体の福祉サービ、スの全国比較調査を行った(1986

年)。調査によれば、「高齢者福祉については、補

助金制度が充実しているために、 自治体間格差が

少ない」という結果が報告された。この調査から

もわかるように、福祉サービスの量でみれば、南

北の自治体でほとんど格差がない。しかし、建物

自体は古いものが多い。

三つめに、高齢者施設は男性の利用者が多い。

日本も、スウェーデンも、男性より女性の平均寿

'命が約六年長い。したがって、多くの場合、配偶

者を看取ったあと、一人になった女性が施設を利

用する傾向がある。そのため、施設利用者の7-8
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割が女性であることが多い。しかし、ストルーマ

ン市をはじめ、私が今回訪問した北部の他市で

は、施設入居者の約半数が男性だった。

過疎地の施設に男性が多い理由をスウェーデ

ン・ルンド大学のホーカン・マグヌソン教授(行

政学)は次のように語る。「スウェーデン北部の

過疎地域では、独身男性が増えています。北部に

は林業や建築業など男性の職場はあるのですが、

女性の職場は市役所関係の仕事以外にはほとんど

ありません。女性は仕事をもとめて都会へいって

しまいます」

《新刊紹介》

スウェーデンでは、北極圏に近い過疎地に住む

高齢者でも、本人が望めば最後まで自宅で一人暮

らしをすることができる。ほかの言い方をすれ

ば、スウェーデンのどこに住んでいようが、基本

的な福祉サービスは受けられる。

なお、スウェーデンの地方分権型の高齢化対策

については、拙著「体験ルポ 日本の高齢者福

祉J(岩波新書)、「スウェーデン発高齢社会と地

方分権 一福祉の主役は市町村J(ミネルヴァ書

房)を、あわせてお目通しいただければ有り難い。

『江戸参府随行記』 C. P.ツュンペリー高橋文訳東洋文庫583 平凡社

この度平凡社から C.P.ツュンペリーの『江戸参府随行記』が東洋文庫のl冊として出版された。

C. P.ツュンペリーは、わが国では、医学者、特に植物学者として日本の植物学に貢献した業績と影響

はご存じの方も多いことと思う。

高橋文氏が長年にわたりスウェーデン語から直接日本語に訳された本警は、彼の滞在中の日本の印象

を記したもので、 1770年から 79年までのヨーロッパ・アフリカ・アジアの旅行記の 1部である。

旅行記の内容は、 1775年の日本への航海に始まって、江戸参府を中心に76年に出島から出国するまで

が鋭い観察による冷静な筆運びによって描かれており、この時代の日本を知る貴重な一冊となっている。

ご参考までに、西村三郎著「リンネとその使徒たち 探検博物学の夜明け E章 ニッポンへの道

カール・ぺーテル・ツュンペリー」、人文書院を勝手ながら参考文献として付させて頂く。この一文によ

って『江戸参付随行記』を記したツュンベリーの日本での・活躍と業績の意義について更に深く理解して頂

けると思う。

/ 

お知らせ ス力ンジナビア・ブックフェア '95

1月20日(金)から 28日(土)まで東京、六本木にあるスウェーテ、ンセンターにてスカンジナビ i 
j ァ・フ、、ツクフェアが昨年に引続き開催されます。 i 
z 時間は午前10時から午後7時まで、日曜日もオープン。 : 

i 出展が予定されているのは、環境保護、自然問題、スウェーデ、ン政府各省庁刊行物などを今年は加 i 
i えて北欧文学、児童文学などが扱れます。 c ' : 

i スウェーデンセンター Tel: 03 -3403 -1351 Fax: 03 -3403 -6567 
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